
ネットワーク機器賃貸借（納品仕様）

【納品及び設置場所】

三島消防庁舎 静岡県三島市南田町４番40号

消防指令センター 静岡県三島市南田町４番40号

北分署 静岡県三島市文教町二丁目１番32号

錦田分遣所 静岡県三島市谷田（並木）294番地の１

中郷分遣所 静岡県三島市中島85番地の14

裾野消防署 静岡県裾野市石脇515番地

伊豆島田分署 静岡県裾野市伊豆島田343番地の１

須山分遣所 静岡県裾野市須山1545番地の８

長泉消防署 静岡県駿東郡長泉町中土狩910番地の１

【納品仕様】

【担当部署】

富士山南東消防本部　総務課

・機器の撤去後は、賃借人が指定する場所に集積すること。

・搬入、据付、機器撤去、調整等の作業に係る経費は賃貸人の負担とすること。

・設定作業を全て完了してから納品すること。（据付後に行わなければならない設定は除く）

・ダンボール、ビニール等の梱包材料や不要な添付品は納品時に引き取ること。

・マニュアル・DVD等は２セットのみの納品とし、整理して納品すること。（残りのマニュアル等

　は引き取ること）

・納入日、搬入作業の方法等については、総務課企画調整係と協議のうえ決定すること。

・作業前、作業後等の作業工程の写真管理を行い、作業完了後に提出すること。

・景観に配慮した機器配置とすること。


